
 

 

 

 

 
 
 残暑お見舞い 
    申し上げます 
     牟礼支部運営委員一同 

 
 コロナ禍が通り過ぎたら、
支部活動を再開します。それ
までお互い、体調に気を付け
て頑張りましょう。 
 
ご挨拶 新理事になって 
            堀越 石井琢男 
 コロナ禍の 6月 25日に

開催された第 41期総代会

で理事に選任された「石

井琢男（イシイ・タク

オ）」です。 

 昨秋、泊前理事から「バトンを引き継いで

ほしい」と依頼があったので、１期２年間だ

け引き受けることにしました。 

 理事として、生協運動の原点である“一人

は万人のために、万人は一人のために！”を

実践していきたいです。 

 高松東部ブロックの理事として選任されま

しいたので、特に東部地域の組合員さんの生

の声や“こまった”を理事会に反映できるよ

う努力致します。 

 牟礼町を含めた屋島・古高松・木太町・川

添地域の理事は５人から３人に減りました

が、先輩である豊岡理事・森理事とスクラム

を組み、皆さんのご協力で地域に「いのちの

章典」の花の種をまく決意です。 

 理事となってのスタートは、「こどものイ

ンフルエンザ・ワクチン無料化」運動を成功

させることです。この運動の出発点は、医療

生協牟礼支部からの提案の一つですが、香川

医療生協全体で取り組む課題として、再度理

事会に提案し了承されました。具体的な行動

計画は９月より実施する予定です。 

 牟礼支部の皆さん、是非この運動を成功さ

せるようご協力をお願い致します。 

 

 

寶田都子さん、控訴を決意！ 
提訴以来 3年間、パワ

ハラ裁判をたたかってい

る寶田都子さん（牟礼

町）ですが、4月 16日高

松地裁は、請求を棄却し

ました。 

寶田さんは、心身とも

に健康を損ないながらも看護・介護現場の長

時間・過重労働の実態を訴え、自らの被災の

救済を求めてきました。しかし、裁判所は冷

酷にもその主張を退けました。 

そもそも寶田さんが裁判を決意したのは、

労基署の「あなたは生きていて労災申請なん

て図々しい」の一言でした。労働者保護のカ

ケラも無い国の行政。 

６月２６日、寶田さんはたたかいを途中で

放棄することなく控訴を決意しました。 

 「寶田裁判を支援する会」ニュースより 
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